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拡充・新設 ２．再生可能エネルギーの普及・拡大のための税制措置  

①再生可能エネルギー発電設備の導入を促進するための特別償却・固定資産税特例の拡充（所得税・法人税・固定資産税） 

○ 再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進を図るため、固定価格買取制度の導入とあわ
せて、「グリーン投資減税」について再生可能エネルギー発電設備に限り、現行の特別償却
（30％）を、初年度即時償却（取得価額の全額・100％）ができることとするとともに、固定資産税の
軽減により、設備の導入初期における設置者の経済的負担を軽減する。 

改正概要 【適用期間：所得税・法人税 １年間(平成２４年度末まで)、 固定資産税 ２年間(平成２５年度末まで)】 

○環境関連投資促進税制（グリーン投資減税）の拡充 
  環境関連投資促進税制について、対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法の認定設備で一定の規模以上のものに限定した上、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの間に当該設備の取得等をし、その事業の
用に供した場合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとする。 

 
○再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の創設 
  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス

に限る。）を電気に変換する一定の設備で同法に規定する認定を受けたものを取得する場合における当該設備に係る固定資産税について、課税標準
を最初の３年間価格の３分の２とする措置を２年間講ずる。 

【再生可能エネルギー設備】 

【太陽光発電設備】 【風力発電設備】 【バイオマス発電設備】 【地熱発電設備】 【水力発電設備】 

 

 

 
初年度即時償却（取得価額の全額・100％）を可能にするとともに、 

固定資産税の軽減を措置する 
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